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議案第 160 号 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

資料 1 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の内容 

 主たる事務所が本市に所在するものに限り適用している寄附金税額控除を、公益財団法人兵

庫県健康財団（神戸市）が実施する「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」に対する寄

附金にも適用しようとするものです。 

 

２ ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金について（詳細は別紙参照） 

新型コロナウイルス感染症対策に昼夜を問わず奮闘している医療従事者等に対して、感謝激

励の気持ちを込めて、県・市町(神戸市を除く)が協働して、幅広い層からの寄附による勤務環

境改善事業等の支援事業(※)を実施するため、公益財団法人兵庫県健康財団を実施主体とする

「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」が令和 2 年 4 月 27 日付で創設されています。 

 

３ 施行期日 

 令和 3 年 1月 1 日 

 ※令和 2年度寄附分から適用(令和 3 年度個人市民税から) 

 






